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改正法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第12号）
改正法規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人税法施行規則等の一部を改正する省令（令和８年財務省令第18号）
改正措令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（令和８年政令第98号）
改正措規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和８年財務省令第21号）
法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法による改正後の法人税法
法規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法規による改正後の法人税法施行規則
措法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法による改正後の租税特別措置法
措令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正措令による改正後の租税特別措置法施行令
措規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正措規による改正後の租税特別措置法施行規則
旧措法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改正法による改正前の租税特別措置法
電帳法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成10年法律第25号）
産競法等改正法・・・・・・・・・・・・・・・・経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第 号）
産競法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産競法等改正法による改正後の産業競争力強化法
産技法改正法・・・・・・・・・・・・・・・・・・産業技術力強化法の一部を改正する法律（令和８年法律 号）
産技法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産技法改正法による改正後の産業技術力強化法
経済産業省告示・・・・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則第５条の７第21項第１号イ及び第20条の２第21項第１号イに規定する指定大学等に係

る経済産業大臣が定める要件（令和８年経済産業省告示第51号）

略 語

（注）  この資料は、令和８年５月27日現在公布されている法令に基づき作成しています。
 なお、この資料中の産競法等改正法及び産技法改正法に関する部分については、国会に提出された法律案に基づき作成しています。
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１ 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
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⑴ 制度の概要

青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及び一定の
ソフトウエアで、産競法の特定生産性向上設備等（その法人が産競法等改正法の施行の日から令和11年３月31日までの期間（以
下「指定期間」といいます。）内に経済産業大臣の確認を受けたものに限ります。）に該当するもののうち一定の規模以上のもの（以
下「特定機械装置等」といいます。）（次ページ参照）の取得等（※１）をする場合において、その確認を受けた日から同日以後５年
を経過する日までの間に、その特定機械装置等の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供したとき（※２）は、そ
の事業の用に供した日を含む事業年度（※３）（以下「供用年度」といいます。）において、その特定機械装置等について、即時償却
（普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却）又はその取得価額の７％（建物、建物附属設備及び構築物は４％）
の税額控除（調整前法人税額の20％が上限）（※４）のいずれかの適用ができる制度が創設されました（措法42の12の７①②）。

［本制度のイメージ図］

❷特定機械装置等の取得等
❸事業供用

❹確定申告

確定申告書等

明細書等

適用法人

※１ 取得等とは、取得（その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限ります。以下同じです。）又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修（増築、改築、修繕又は模様替をい
います。）のための工事による取得又は建設を含みます（措法42の12の７①）。

※２ 適用対象となる事業は特に限定されていませんが、貸付けの用に供した場合は対象外となります（措法42の12の７①）。
※３ 解散（合併による解散を除きます。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます（措法42の12の７①）。
※４ 一定の法人については、税額控除による控除をしてもなお控除しきれない金額を翌期以後３年間繰り越すことができます（措法42の12の７③④）（繰越税額控除制度：６ページ参照）。

税務署長

❶経済産業大臣の確認

確認を受けた日から同日以後５年を経過する日までの間

［確認期限］
令和11月３月31日

【適用時期等】 産競法等改正法の施行の日から施行されます（改正法附則１十四）。なお、産競法等改正法は公布の日以後３月以内の政令で定める日から施行されますが（産競法等改正法附則１）、施行期日を定める
政令は令和８年５月27日現在において公布されていません。

産競法等改正法の施行の日

指定期間

即時償却又は
税額控除の適用

【供用年度】 添付要件あり
（措法42の12の７⑥⑦）
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⑵ 対象資産の範囲

※１ 特定生産性向上設備等に関する投資計画の確認を受けた法人は、その投資計画の期間内の日を含む各事業年度においては、地域未来投資促進税制（措法42の11の２①②）、中小企業経営強化税制（措法42
の12の４①②）及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制（措法42の12の６①②）は適用できません。なお、中小企業経営強化税制の繰越税額控除制度（措法42の12の４③）は適用できます。

※２ 一定のソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの（これに関連する一定の書類を含み、複写して販売するための原本及び一定の開発研究の用に
供されるものを除きます。）をいいます（措令27の12の７①）。

※３ 一定の基準とは、産競法の特定生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構成する機械装置などの取得価額の合計額が35億円以上（中小企業者等は５億円以上）であること、特定生産性向上設備等の
導入に係る投資計画における年平均の投資利益率が15％以上となることが見込まれるものであることなどといった基準が定められる予定ですが、同基準を定める法令は令和８年５月27日現在において公布されていません。

［特定機械装置等の範囲］

本制度の対象資産である特定機械装置等とは、生産等設備を構成する機械装置などで産競法の特定生産性向上設備等（指定
期間内に経済産業大臣の確認を受けたものに限ります。）（※１）に該当するもののうち一定の規模以上のものをいいます（措法42
の12の７①、措令27の12の７②）。

生産等設備を構成するもの 一定の規模以上のもの（規模要件） 特定生産性向上設備等

機械装置 １台又は１基の取得価額が160万円以上のもの 産競法の特定生産性向上
設備等（生産性向上設備
等のうち、一定の基準（※３）

に適合することについて産
競法の経済産業大臣の確
認を受けたもの）でその確
認が指定期間内であるも
の

工具及び器具備品

１台又は１基の取得価額が120万円以上のもの
（それぞれ１台又は１基の取得価額が40万円以上のもので、その特定生
産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの一事
業年度における取得価額の合計額がそれぞれ120万円以上である場合
のその特定生産性向上設備等である工具又は器具備品を含む。）

建物 一の取得価額が1,000万円以上のもの

建物附属設備及び構築物

一の取得価額が120万円以上のもの
（建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上のもので、その
特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたもの
の一事業年度における取得価額の合計額が120万円以上である場合の
その特定生産性向上設備等であるものを含む。）

一定のソフトウエア（※２） 一の取得価額が70万円以上のもの
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⑶ 繰越税額控除制度

※１ 認定事業適応事業者とは、指定期間内にされた産競法の認定に係る産競法の認定事業適応事業者（その産競法の認定事業適応計画（産競法の国際経済事情激変事業適応に関するものに限ります。以下「認
定国際経済事情激変事業適応計画」といいます。）にその認定国際経済事情激変事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるも
のに限ります。）であるものをいいます（措法42の12の７③）。

※２ 解散（合併による解散を除きます。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くものとし、その認定国際経済事情激変事業適応計画に係る実施時期の初日を含む事業年度から繰越税額控除制度の適
用を受けようとする事業年度まで連続してその認定国際経済事情激変事業適応計画に従って国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき一定の証明がされた場合の各事業年度に
限ります（措法42の12の７③）。

※３ 繰越税額控除限度超過額とは、法人の事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度（その事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限ります。）における措法第42条の12の
７第２項に規定する税額控除限度額（その認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限ります。）のうち、税額控除の適
用による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に繰越税額控除制度の適用によりその各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、その金額を控除した残額）の合計額をいいます
（措法42の12の７④）。

※４ 繰越税額控除制度は、税額控除の適用を受けた供用年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年
度の確定申告書等に繰越税額控除制度の適用の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用できます（措法42の12
の７⑩）。

税額控除額
(調整前法人税額 × 20％)

税額控除限度額
（特定機械装置等の

取得価額 × ７％ or ４％）

繰越税額控除
限度超過額（※３）

翌期以降最大３年間の繰越し

繰越税額控除額

繰越税額控除
限度超過額（※３）

繰越税額控除額０ 繰越税額控除額

［繰越税額控除制度のイメージ図］

当期（供用年度） 繰越税額控除制度の適用あり
（調整前法人税額あり）

繰越税額控除制度の適用なし
（調整前法人税額なし等）

繰越税額控除制度の適用を
受けない事業年度であって
も明細書の添付は必要（※４）

繰越税額控除
限度超過額（※３）

青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者（※１）に該当するものが、一定の各事業年度（※２）において繰越税額控
除限度超過額（※３）を有する場合には、調整前法人税額からその繰越税額控除限度超過額（その事業年度において税額控
除（措法42の12の７②）の適用により控除される金額（税額控除額）との合計で調整前法人税額の20％が上限）を控除するこ
とができます（措法42の12の７③④）（※４）。

繰越税額控除制度の適用あり
（調整前法人税額あり）

繰越税額控除制度の適用を受け
る場合は、当期以後の各事業年
度で明細書の添付が必要（※４）

各期の税額控除額との合計で調整前法人税額の20％の範囲内の繰越税額控除
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⑷ 特別償却及び税額控除の不適用措置

本制度（特別償却及び税額控除）（※１）には、大企業（一定の中小企業者又は農業協同組合等以外の法人）で、下図の要
件（●●）のいずれかに該当しない事業年度（その事業年度が設立事業年度（※２）及び合併等事業年度（※２）のいずれにも該
当せず、かつ、その事業年度の所得金額が前事業年度の所得金額以下とされる一定の場合には、その事業年度を除きます。）
については、その適用を受けることができない措置（不適用措置）が設けられています（措法42の12の７⑧）。

※１ 繰越税額控除制度（前ページ参照）については、この不適用措置の対象外であることから、これらの要件（上図の❶❷）のいずれかに該当しない事業年度であっても適用することができます（措法42の12の７⑧）。
※２ 設立事業年度とは、措法第42条の12の５第４項第１号に規定する設立事業年度をいい（措法42の12の７⑧）、合併等事業年度とは、合併等（合併、分割又は現物出資（分割又は現物出資にあっては、事業を移転するものに

限ります。）をいいます。）に係る合併法人等である場合における当該合併等の日を含む事業年度、その他一定の事業年度（その法人の設立事業年度を除きます。）をいいます（措法42の12の７⑨、措令27の12の７⑪）。
※３ 継続雇用者給与等支給額とは、措法第42条の12の５第４項第５号に規定する継続雇用者給与等支給額をいい、継続雇用者比較給与等支給額とは、同項第６号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいいます（措法

42の12の７⑧一）。
※４ 国内設備投資額とは、その法人がその事業年度において取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は現物分配による取得その他一定の取得を除きます。）をした国内資産（国内にあ

るその法人の事業の用に供する機械装置その他の一定のものをいいます。）でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいいます（措法42の12の７⑧二イ）。
※５ 当期償却費総額とは、その法人がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額（特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法第31条第４項の規定により同条第１項に

規定する損金経理額に含むものとされる金額を除きます。）の合計額をいいます（措法42の12の７⑧二ロ）。
※６ 本制度を適用する場合は、確定申告書等にこれらの要件（上図の❶❷）のいずれにも該当することを明らかにする書類の添付が必要です（措法42の12の７⑥⑦）。

①当期が設立事業年度

②当期が合併等事業年度

当期の所得金額が前期の所得金額以下

フロー開始（大企業以外は判定不要）

［本制度の不適用措置の判定フロー図］

本制度の適用可

①当期末の資本金の額等が10億円以上か
つ常時使用する従業員数が1,000人以上

②当期末の常時使用する従業員数が
2,000人超

いずれにも該当しない

本
制
度
の
適
用
不
可

継続雇用者比較給与等支給額（※３）

継続雇用者
給与等支給額

継続雇用者
比較給与等支給額

－
≧  １％（又は ２％ ）

国内設備投資額（※４） ＞ 当期償却費総額（※５） ×  30％（又は 40％ ）

いずれかに
該当しない

いずれに
も該当

該当

いずれにも
該当しない

いずれか
に該当

非該当

※６

①当期が設立事業年度及び合併等事業年度の
いずれにも該当せず、前期の所得金額がプラス

②当期が設立事業年度又は合併等事業年度に
該当

いずれか
に該当

（※３） （※３）

➊● 継続雇用者給与等支給額に係る要件❶

● 国内設備投資額に係る要件❷

❶

いずれにも該当しない
（➊❷を赤点線枠内の割合で判定）

いずれかに該当

❷
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２ 研究開発税制の見直し
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⑴ 重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度の創設
青色申告書を提出する法人で産技法改正法の施行の日から令和11年３月31日までの期間（指定期間）内に産技法の重点研究開発計画につき産技法の

主務大臣の認定（以下「認定」といいます。）を受けたもの（以下「認定研究開発法人」といいます。）のその認定に係る適用事業年度（※１）（※２）において、重
点産業技術試験研究費の額（※３）（一般試験研究費の額に係る税額控除制度（次ページ参照）、中小企業技術基盤強化税制（11ページ参照）又は特別試験
研究費の額に係る税額控除制度（12ページ参照）の適用を受ける場合のこれらの適用を受ける金額の計算の基礎となったものを除きます。）がある場合に
は、その適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額（※４）（一般試験研究費の額に係る税額控除制度（次ページ参照）、中小企業技術基盤強
化税制（11ページ参照）又は特別試験研究費の額に係る税額控除制度（12ページ参照）の適用を受ける場合のこれらの適用を受ける金額の計算の基礎と
なったものを除きます。）の40％（控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となった重点産業技術試験研究費の額が特別重点試験研究費の
額（※５）に該当するものにあっては、50％）の税額控除（調整前法人税額の10％が上限）（※６）ができる制度が創設されました（措法42の５①）。

※１ 適用事業年度とは、認定研究開発法人の適用期間（その認定を受けた日から同日以後５年を経過する日までの期間（同日までにその認定が取り消された場合など一定の場合には、一定の期間）をいいます。）内の日を含
む各事業年度をいいます（措法42の５⑤一）。

※２ 解散（合併による解散を除きます。）の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます（措法42の５①）。
※３ 重点産業技術試験研究費の額とは、試験研究費の額のうち認定研究開発法人がその認定に係る産技法の認定重点研究開発計画（以下「認定重点研究開発計画」といいます。）に従って実施した特定重点研究開発（産技

法の研究及び開発をいいます。以下同じです。）に係る一定の試験研究費の額をいいます（措法42の５⑤二）。
※４ 控除対象重点産業技術試験研究費の額とは、重点産業技術試験研究費の額のうち一定の金額をいいます（措法42の５⑤三）（13ページ参照）。
※５ 特別重点産業技術試験研究費の額とは、重点産業技術試験研究費の額のうち認定研究開発法人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従って実施した産技法の重点産業技術共同研究開発機関と共同して行う特定

重点研究開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する特定重点研究開発に係る一定の試験研究費の額をいいます（措法42の５⑤四）。
※６ 税額控除による控除をしてもなお控除しきれない金額は翌期以後３年間繰り越すことができます（措法42の５②）。なお、この繰越税額控除制度は、中小企業技術基盤強化税制における繰越税額控除制度（11ページ参照）

と基本的に同じ仕組み（適用要件として当期の試験研究費の額と比較する対象が前期の試験研究費の額であることや控除税額の上限が調整前法人税額の10％であることなどは異なります。）です（措法42の５②⑤五⑦）。

【適用時期等】 産技法改正法の施行の日から施行されます（改正法附則１十三）。なお、産技法改正法は公布の日以後１年以内の政令で定める日から施行されますが（産技法改正法附則１）、施行期日を定める政令は
令和８年５月27日現在において公布されていません。

［本制度のイメージ図］

・AI・先端ロボット
・量子
・半導体・通信
・バイオ・ヘルスケア
・フュージョンエネルギー
・宇宙

❸確定申告

確定申告書等

明細書等

認定研究開発法人
税務署長

❶主務大臣の認定

［認定期限］
令和11月３月31日

産技法改正法の施行の日

指定期間

適用期間（※１）

❷特定重点研究開発

添付要件あり
（措法42の５⑥、42の13⑧）

控除対象重点産業技術試験研
究費の額（※４） × 40%or50%
＝ 税額控除限度額（※６）

【適用事業年度（※１）】
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⑵ 一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
本制度について、次の見直しが行われました（※）。

１ 令和９年４月１日以後に開始する各事業年度の税額控除割合が次のとおり見直され、その上限を14％とする特例の適用期限が３年延長されました（措法42の
４②二）。なお、比較試験研究費の額が０である場合等については、下記⑴から⑶までにかかわらずその割合は8.5％とされています。
⑴ 増減試験研究費割合が15％超である場合………11.5％ ＋ （増減試験研究費割合 − 15％） × 0.375
⑵ 増減試験研究費割合が３％超15％以下の場合…8.5％ ＋ （増減試験研究費割合 − ３％） × 0.25
⑶ 増減試験研究費割合が３％以下の場合…………8.5％ − （３％ − 増減試験研究費割合） × 13分の8.5（その割合が０に満たないときは、０）

２ 控除税額の上限の特例について、令和９年４月１日以後に開始する各事業年度の控除税額の上限が次のとおり見直され、その適用期限が３年延長されまし
た（措法42の４③二ロ）。
⑴ 増減試験研究費割合が７％を超える場合……………25％ ＋ その超える部分１％当たり当期の調整前法人税額の0.625％（５％が上限）
⑵ 増減試験研究費割合がマイナス１％を下回る場合･･･25％ − その下回る部分１％当たり当期の調整前法人税額の0.625％（５％が上限）

３ 試験研究費割合が10％を超える場合における税額控除割合の特例及び控除税額の上限の上乗せ措置の適用期限が３年延長されました（措法42の４②三③
二ハ）。

-30%   -10%  0% +3% +12% +15% +18.7% +21.7% -12%  -9%     -4%  -1%0%     +4%    +7%   +12% +15%

税額控除割合

11.5%

8.5%

14%

0% 増減試験研究費割合

控除税額上限

25%

20%

30%

0% 増減試験研究費割合

1%

［上記１の税額控除割合の見直しのイメージ図］ ［上記２の控除税額の上限の見直しのメージ図］

改正前（令和８年３月31日以前開始事業年度）
改正後（令和９年４月１日以後開始事業年度）

改正前（令和８年３月31日以前開始事業年度）
※改正により適用年度が延長されR9.3.31まで同様

改正後（令和９年４月１日以後開始事業年度）

【具体例】
増減試験研究費割合が15％の場合の税額控除割合（上記３の特例は考慮外）

⇒ 8.5％ ＋ （15％ － ３％） × 0.25 ＝ 11.5％（イメージ図の「 」）

【具体例】

増減試験研究費割合が15％の場合の税額控除上限（上記３の上乗せ措置は考慮外） 
⇒ 25％ ＋（15％ - ７％） × 0.625 ＝ 30％（イメージ図の「 」）

税額控除割合の上
限 は 14 ％ （ 原 則
10％）である（上記３
の特例の要件を満た
した場合も同様）。

控 除 税 額 の 上 限 は
25％（原則）のため、上
記２の特例の加減算に
よりその上限 は20～
30％（上記３の上乗せ
措置の要件を満たす
場合には、25～35％）
となる。

※ その他改正事項として、本制度で控除対象となる試験研究費の額の範囲が見直されています（措法42の４⑲二の二）（13ページ参照）。

R8..4.1～R9.3.31
開始事業年度は
下限１％⇒０％
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⑶ 中小企業技術基盤強化税制の見直し
本制度について、次の見直しが行われました（※１）。

１ 増減試験研究費割合が12％を超える場合又は試験研究費割合が10％を超える場合の税額控除割合の上乗せ措置及び控除税額の
上限の上乗せ措置の適用期限が、それぞれ３年延長されました（措法42の４⑤⑥）。

２ 青色申告書を提出する法人の各事業年度において繰越税額控除限度超過額（※２）を有する場合には、調整前法人税額からその繰
越税額控除限度超過額（その事業年度において税額控除（措法42の４④）の適用により控除される金額（税額控除額）との合計で調整
前法人税額の25％（※３）が上限）を控除することができる制度（繰越税額控除制度）が創設されました（措法42の４⑦）（※４）。

ただし、繰越税額控除制度は、その適用を受けようとする事業年度（一般試験研究費の額に係る税額控除制度（前ページ参照）の適
用を受ける事業年度など一定の事業年度を除きます。）において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に限り、適用
することができます（措法42の４⑦）。

※１ その他改正事項として、本制度で控除対象となる試験研究費の額の範囲が見直されています（措法42の４⑲二の二）（13ページ参照）。
※２ 繰越税額控除限度超過額とは、法人の事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度（その事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限ります。）における措法第42条の４第４

項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額（既に繰越税額控除制度の適用によりその各事業年度において調整前法人税額から控除された金額
がある場合には、その金額を控除した残額）の合計額をいいます（措法42の４⑲十）。

※３ 上乗せ措置の適用を受ける各事業年度においては、その上乗せ措置の適用を受けた後の割合となります（措法42の４⑤⑥⑦）。
※４ 繰越税額控除制度は、税額控除の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度

の確定申告書等に繰越税額控除制度の適用の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用できます（措法42の４㉒）。

税額控除額
(調整前法人税額 × 25％（※３）)

中小企業者等
税額控除限度額

（控除対象試験研究費の額
× 12％（※３））

繰越税額控除
限度超過額（※２）

翌期以降最大３年間の繰越し

繰越税額控除額

繰越税額控除
限度超過額（※２）

繰越税額控除額０ 繰越税額控除額

各期の税額控除額との合計で調整前法人税額の25％（※３）の範囲内の繰越税額控除

［上記２の繰越税額控除制度のイメージ図］

当期（税額控除の適用を受けた事業年度）

繰越税額控除制度の適用を受けない事業
年度であっても明細書の添付は必要（※４）

繰越税額控除
限度超過額（※２）

【適用時期】 繰越税額控除制度は、同日以後に開始する事業年度において生ずる控除しきれない金額について適用されます（改正法附則51②）。

繰越税額控除制度の適用あり
（調整前法人税額あり）

繰越税額控除制度の適用なし
（調整前法人税額なし等）

繰越税額控除制度の適用あり
（調整前法人税額あり）

繰越税額控除制度の適用を受け
る場合は、当期以後の各事業年
度で明細書の添付が必要（※４）
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⑷ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
本制度について、次の見直しが行われました（旧措法42の４⑦、措法42の４の２）（※）。

１ 大学等との共同研究及び大学等への委託研究に係る試験研究費の額について、共同研究又は委託研究に要した費用である
ことにつき、監査を受け、その大学等の確認を受けた金額であることとの要件について、一定の要件を満たすことにつき経済産
業大臣の指定を受けた大学等との共同研究及びその大学等への委託研究については、共同研究又は委託研究に要した費用と
してその大学等の長が認定した金額とされました（措規20の２㉑一イ、経済産業省告示）。

２ 新規高度研究業務従事者（措令27の５②十五イ）に対して人件費を支出して行う試験研究について、次の見直しが行われました。
⑴ 新規高度研究業務従事者の範囲に、博士の学位を授与された者（外国においてこれに相当する学位を授与された者を含み、

措令第27条の５第２項第15号イ⑴に掲げる者を除きます。）のうち、その授与された日以後５年以内にその法人の役員又は使用
人となったもので、その役員又は使用人となった日から５年を経過していないものが追加されました（措令27の５②十五イ⑵）。

⑵ その内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の使用人に募集されたこととの要件について、その内容に関する提
案が広く一般に又は広くその法人の試験研究に専ら従事する使用人に募集されたこととされました（措令27の５②十五ハ⑴）。

⑶ その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであることとの要件について、その内容
がその試験研究に専ら従事する使用人から提案されたものであることとされました（措令27の５②十五ハ⑵）。

【適用時期】 令和８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則51⑤）。なお、上記１については、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についても同様に適用さ
 れます（改正措規附則６）。

［上記２⑴の新規高度研究業務従事者（博士類型）の範囲の見直しのイメージ図］

❷その法人の役員又は使用人となった日➊博士の学位を授与された日

※ その他改正事項として、本制度で控除対象となる試験研究費の額の範囲が見直されています（措法42の４の２③二）（次ページ参照）。

【追加】新規高度研究業務従事者の対象に追加
（措令27の５②十五イ⑵）
※博士の学位の授与から５年以内に入社した者に限る。

引き続き新規高度研
究業務従事者に該当
（措令27の５②十五イ⑴）

５年間

５年間
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⑸ 控除対象となる試験研究費の額の範囲の見直し
研究開発税制（９～12ページ参照）において控除対象となる試験研究費の額について、その試験研究費の額のうち他の者に

委託する試験研究（契約又は協定により委託する試験研究でその委託に基づき行われる試験研究が国外において行われる
ものに限ります。）に係る試験研究費の額にあっては、次の試験研究費の額の区分に応じた金額が税額控除の対象とされま
した（措法42の４⑲二の二・十四、42の４の２③二、42の５⑤三、措令27の４㉝、措規20⑧）。
１ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品（以下「医薬品等」といいます。）に係る試験研究のうちその医薬品等の有効性及
び安全性の確認のために行う臨床試験（科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められる一定のものに限りま
す。）の委託に係る試験研究費の額…その試験研究費の額の全額

２ 上記１以外（下図の「国外委託試験研究」の部分）の試験研究費の額…その試験研究費の額の50％相当額（令和８年４月
１日から令和９年３月31日までの間に開始する事業年度については70％相当額、令和９年４月１日から令和10年３月31日ま
での間に開始する事業年度については60％相当額）

【適用時期】 令和８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則51①）。

［控除対象となる試験研究費の額の見直しのイメージ図］

他
の
者
に
委
託
す
る
試
験
研
究

国内で行う試験研究

自
社
で
行
う
試
験
研
究

国外で行う試験研究

＝その試験研究費の額の全
額が控除対象試験研究費の
額となる（措法42の４⑲二の二
ロ等）

【国外委託試験研究】

＝その試験研究費の額のうち控除
対象試験研究費の額となる金額が
減少（措法42の４⑲二の二イ等）

医薬品等に係る試験研究で
その医薬品等の有効性及び
安全性の確認のために行う一
定の臨床試験に関するもの

赤囲みから上記１を除
いた部分（上記２に係る
部分）が段階的（70％
→60％→50％）に減少
（改正前：全額控除対象）

上記１に係る部分
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３ 賃上げ促進税制の見直し



15/25

賃上げ促進税制の見直し

本制度について、次の見直しが行われました。
１ 全法人向けの措置は、令和８年３月31日をもって廃止されました（旧措法42の12の５①）。
２ 常時使用する従業員の数が2,000人以下である中堅企業向けの措置は、令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間

に開始する事業年度の適用要件について見直しが行われた上（措法42の12の５①）（※）、教育訓練費に係る上乗せ措置が
廃止されました（旧措法42の12の５②二）。

３ 中小企業向けの措置は、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されたことを除き、現行制度が維持されています（旧措法
42の12の５③二、措法42の12の５②）。

【適用時期】 令和８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則50）。

改正前 改正後

中堅企業向け

継続雇用者給与等支給増加割合の要件 控除率 継続雇用者給与等支給増加割合の要件 控除率

＋３％以上 10％ ＋４％以上 10％

＋４％以上 25％ ＋５％以上 15％

－ － ＋６％以上 25％

中小企業向け
雇用者給与等支給増加割合の要件 控除率 雇用者給与等支給増加割合の要件 控除率

＋1.5％以上 15％ ＋1.5％以上 15％

＋2.5％以上 30％ ＋2.5％以上 30％

上乗せ措置
教育訓練費に係る上乗せ措置（＋５％ or 10％） 廃止

子育てとの両立支援等に積極的な企業への上乗せ措置（＋５％）は維持

［上記２、３の中堅企業向け及び中小企業向けの措置の見直しのイメージ図］

※ 令和８年度税制改正の大綱では、適用期限（令和９年３月31日）の到来をもって廃止されることが示されています。
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４ 主な中小企業税制の見直し
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⑴ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例及び中小企業経営強化税制の見直し

１ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、令和８年４月1日以後に取得等（取得、製作
又は建設をいいます。以下同じです。）をする減価償却資産の取得価額基準が30万円未満のものから40万円未満のものに
引き上げられ、その適用期限が３年延長されました（措法67の５①、改正法附則65）。また、同日以後に減価償却資産を取得
等する場合において、本制度の対象となる法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されました（措令39
の28①一、改正措令附則20）。

なお、本制度の対象となる取得価額の合計額については、引き続き年300万円が上限とされています（措法67の５①）。
２ 中小企業経営強化税制（措法42の12の４）について、令和８年４月1日以後に取得等をする工具及び器具備品の取得価額

要件が30万円以上のものから40万円以上のものに引き上げられました（措令27の12の４②、改正措令附則16）。
［上記１の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用関係のイメージ図］

令和８年４月１日
（施行日）減価償却資産の取得等

取得価額30万円未満のものが対象
（対象法人：常時使用する従業員数が500人超の法人は対象外）

減価償却資産の取得等

取得価額40万円未満のものが対象
（対象法人：常時使用する従業員数が400人超の法人は対象外）

［上記２の中小企業経営強化税制の適用関係のイメージ図］

工具及び器具備品の取得等

取得価額30万円以上のものが対象

工具及び器具備品の取得等

取得価額40万円以上のものが対象

令和８年４月１日
（施行日）

取得等をする日で、
取得価額基準及び対
象法人について判定

取得等をする日で、
取得価額要件を判定

本制度の対象となる取得価額の合計額については、引き続き年300万円が上限
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⑵ 中小企業投資促進税制の見直し

本制度（措法42の６）における工具の取得価額要件のうち「１台又は１基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合
計額が120万円以上であること」との要件が「１台又は１基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円
以上であること」との要件とされました（措令27の６⑤二）。

なお、上記の見直しは、令和８年４月１日以後に終了する事業年度から適用されますが、施行日である令和８年４月１日をま
たぐ事業年度については、経過措置が設けられています（改正措令附則14①②）。

［令和８年４月１日（施行日）をまたぐ事業年度の適用関係のイメージ図］

令和８年４月１日
（施行日）

工具を取得等

単体の工具で取得価額30万円以上のもの
（措令27の６⑤二、改正措令附則14②）

工具を取得等

単体の工具で取得価額40万円以上のもの
（措令27の６⑤二）

その事業年度の工具の取得価額の合計額が120万円以上であ
る場合にそれぞれの工具が対象となる（改正措令附則14②）。

取得等をする日で、単体
の取得価額要件を判定
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５ グローバル・ミニマム課税への対応



20/25

グローバル・ミニマム課税と、独自のミニマム課税制度を有する米国を含む一定の要件を満たす国の制度との共存等について、令和７年６月以降「ＢＥＰＳ包摂
的枠組み」において交渉が行われ、令和８年１月５日に合意が成立したことから、当該合意に則り、次のとおり見直しが行われました。

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（IIR）について、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が次に掲げる要件その他の要件を満たしてい
ると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域（適格国）（※１）を所在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等に属する
構成会社等に係るグループ国際最低課税額及びその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額を０とする適用免除基
準（SbSセーフ・ハーバー）が設けられました（法82の３⑦⑭）。
１ その国又は地域の租税に関する法令（※２）（以下「法令」といいます。）において、20％以上の税率により租税を課することとされていること。
２ 法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又はその会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金
額に対して15％以上の税率により租税を課することとされていること。

３ 法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等（以下「子会社等」といいます。）がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域に
おいてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていない場合等において、その子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に
算入する規定であって、原則としてその子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。

【適用時期】 令和８年１月１日以後に開始する対象会計年度分の法人税について適用されます（改正法附則15）。

※１ 令和８年４月１日現在、米国が指定されています。
※２ 令和11年１月１日前に制定されたものに限ります。

最終親会社等

中間親会社等

子会社等
X国

日本

適格国 最終親会社等

子会社等 子会社等

Y国日本

適格国

UTPRの適用が
免除される（※３）。

［SbSセーフ・ハーバーのイメージ図］

※３ 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税（UTPR）の計算の基礎となるグループ
国際最低課税額（トップアップ税額）が０となるため、UTPR税額が生じないこととなります。

⑴ 適用免除基準（SbSセーフ・ハーバー）の創設

IIRの適用が
免除される。
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⑵ 適用免除基準（UPEセーフ・ハーバー）の創設

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税（UTPR）について、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が、その国又は地
域の租税に関する法令（令和８年１月１日において施行されていたものに限ります。）において20％以上の税率により租税を課することとされ
ていることその他の要件（国内課税要件）を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域（※１）を所
在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額（※２）には、その最終親会社等の所在地国に係る
部分の金額を含まないものとする適用免除基準（UPEセーフ・ハーバー）が設けられました（法82の11④）。

【適用時期】 令和８年４月１日以後に開始する対象会計年度分の法人税について適用されます（改正法附則14）。

最終親会社等

（UPE）

子会社等

B国（UTPR未導入国） 日本（IIR・UTPR導入国）

A国（IIR・UTPR未導入国）

［UPEセーフ・ハーバーのイメージ図］

国内課税要件を
満たす国に該当

※１ 令和８年４月１日現在、指定されている国又は地域はありません。
※２ グループ国際最低課税額（トップアップ税額）からIIRによる課税額等を控除した残額をいいます（法82の11②）。

グループ国際最低課税残余額にはB国
に係る部分の金額のみが含まれる。

UPEセーフ・ハーバーを適用
⇒グループ国際最低課税残余額には、A国に係る
部分の金額を含まない。

B国は最終親会社等の所在地国ではないため
UPEセーフ・ハーバーは適用されない。

子会社等
（納税義務者）

UTPR申告
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６ その他主な改正項目
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⑴ 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の創設
青色申告の承認を受けている内国法人（以下「青色申告法人」といいます。）は、その関連者（※１）との間で関連者間取引（※２）を行った場合において、その

取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類（自己の作成したこれらの書類でその写しがあるも
のはその写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にはその電磁的記録を、それぞれ含みます。）で、法人税に関する法令
の規定により保存しなければならないこととされているもの（取引関連書類等）に、その取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその青
色申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法等、その取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その
記載又は記録がない事項（以下「特定事項」といいます。）を明らかにする書類（以下「特定事項記載書類」といいます。）をその取引を行った事業年度の申告
書の提出期限までに取得し、又は作成し、その特定事項記載書類を整理し、起算日（※３）から７年間、これを納税地等に保存しなければならない特例が創設
されました（法規59の２①）（※４、５）。
なお、普通法人等（内国法人である普通法人等（法150の２①）をいいます。以下同じです。）についても、同様の特例が創設されています（法規67の２①）。

※１ 関連者とは、法人で、その青色申告法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等（自己株式等を除きます。）の総数等の50％以上の株式等を直接又は間接に保有する関係その他の一定の特殊の関
係のあるものをいいます（法規59の２③）。なお、特殊の関係については、移転価格税制における関連者の考え方と同様です。

※２ 関連者間取引とは、次の⑴又は⑵の取引のうち、販売費、一般管理費その他の費用の額の基因となるものをいいます（法規59の２①）。
 ⑴ 関連者がその青色申告法人に対して行う工業所有権等の譲渡又は貸付け（工業所有権等に係る権利の設定その他工業所有権等を使用させる行為を含みます。）
 ⑵ 関連者がその青色申告法人に対して行う役務の提供のうち一定のもの

※３ 起算日とは、作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から一定の月数を経過した日をいいますが、その日は、基本的にその青色申告法人の確定申告書の提出期限となります（法規59②）。
※４ 特定事項記載書類の保存が法令の定めに従って行われていないことは、青色申告の承認の取消事由に該当します（法127①）。
※５ 特定事項記録書類に記載すべき特定事項を電子取引により取得した場合は、その特定事項を電帳法の規定に基づいて電磁的記録として保存しなければなりません（法規59の２②、電帳法７）。

［本制度のイメージ図］

各拠点
（関連者）

各拠点
（関連者）

各拠点
（青色申告法人）

親法人
（関連者）

経費
配賦

経費
配賦

経費
配賦支払 支払 支払

【適用時期】 青色申告法人の令和８年４月１日以後に開始する事業年度に行う関連者間取引について適用されます（改正法規附則８①）。なお、普通法人等も同様です（改正法規附則８②）。

各拠点の販売管理 費や 製品製造に
係る間接経費等を集約して、一定の
算定根拠を基に各拠点に一括配賦

受領した書類
（取引関連書類等）

必要な事項の記載なし

作成した書類等
（取引関連書類等）

必要な事項の記載なし

取引関連書類等に必要な事
項の記載がない場合には、
特定事項記載書類を新たに
取得し、又は作成して、整
理・保存しなければならない。
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⑵ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し
大企業（一定の中小企業者又は農業協同組合等以外の法人）に係る特定税額控除規定の不適用措置の要件について、次の見直しが

行われた上、その適用期限が２年延長され、令和11年３月31日までとされました（措法42の13⑤）。
１ 特定税額控除規定に、重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度（措法42の５）（９ページ参照）（繰越税額控除制度を除きま

す。）が追加されました（措法42の13⑤柱書）。
２ 継続雇用者給与等支給額に係る要件について、●大企業のうち黒字で一定規模以上の法人は、その増加割合が２％以上（改正前：

１％以上）とされ、●上記以外の大企業は、その増加割合が１％以上（改正前：前期の額を超えること）とされました（措法42の13⑤一）。
３ 地域未来投資促進税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、改正前の継続雇用者給与等支給額に係る要件

及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しないこととの要件が、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額
に係る要件のいずれかに該当しないこととの要件とされました（措法42の13⑤柱書）。

（参考１）地域未来投資促進税制（措法42の11の２②）及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制（措法42の12の６②）に係る不適用措置の要件は、特定生産性向上設備等投資促進税制と同様です（７ページ参照）。
（参考２）戦略分野国内生産促進税制（措法42の12の６③⑥）を適用しないこととする措置についても、上記２➊（法人規模による限定はありません。）及び３と同様の見直しが行われています（措法42の12の６⑭）。

改正前 改正後

不適用措置の適用を受けないための要件 ①継続雇用者給与等支給額 ②国内設備投資額 ①継続雇用者給与等支給額 ②国内設備投資額

●大企業（黒字で一定規模以上の法人） 対前期増加率１％以上 当期償却費総額の40％超 対前期増加率２％以上 当期償却費総額の40％超

●大企業（上記以外の法人） 前期の額を超えること 当期償却費総額の30％超 対前期増加率１％以上 当期償却費総額の30％超

一般試験研究 要件①②のいずれにも該当しない

⇒ その特定税額控除規定は不適用 要件①②のいずれにも該当しない
⇒ その特定税額控除規定は不適用特別試験研究

重点産業技術試験研究 －

地域未来投資促進税制 要件①②のいずれにも該当しない

⇒ その特定税額控除規定は不適用

要件①②のいずれかに該当しない

⇒ その特定税額控除規定は不適用
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

［不適用措置に係る要件の見直しのイメージ図］

研究

開発

税制

特
定
税
額
控
除
規
定

【適用時期等】令和８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます（改正法附則50）。なお、重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度に係る追加は産技法改正法の施行の日から
施行されます（改正法附則１十三）（９ページ参照）。

❶
❷

❶

❷
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⑶ 外国子会社合算制度の見直し（制度全体像における見直しの位置づけ）

外

国

関

係

会

社

経済活動基準

A 事業基準
主たる事業が株式の保有、無形資産の提供、

船舶・航空機リース等でないこと
※ 一定の要件を満たす統括会社、金融持株会

社及び航空機リース会社は除外

Ｂ 実体基準
本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等

を有すること

C 管理支配基準
本店所在地国において事業の管理、支配及び

運営を自ら行っていること

Ｄ 所在地国基準（以下以外の業種）
主として本店所在地国で事業を行っていること

 又は
非関連者基準（卸売業など８業種）

主として関連者以外の者と取引を行っていること

【特定外国関係会社】
ペーパー・カンパニー／事実上のキャッシュ・ボックス／ブラック・リスト国所在のもの

部
分
対
象
外

国
関
係
会
社

外
国
金
融

子
会
社
等

租
税
負
担
割
合

租
税
負
担
割
合

受
動
的
所
得
の

合
算
課
税
（※

）

受
動
的
所
得

の
合
算
課
税全てを

満たす

いずれかを
満たさない

20％
未満

20％
未満

※

金
融
所
得
は

合
算
対
象
外

租
税
負
担
割
合

租
税
負
担
割
合

会
社
単
位
の
合
算
課
税

27％
未満

20％
未満

【
部
分
対
象
外
国
関
係
会
社
等
】

本制度について、次の見直しが行われました（措法66の６、66の９の２）。
１ 解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例が創設されました（旧清算特例については、新清算特例に改組）。
２ ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件について、一定の場合にその判定が不要とされました。
３ 税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合の計算ができる特例について、一定の場合にその適用ができないこととされました。

居住者
又は

内国法人

居
住
者
・内
国
法
人
等
が
合
計
で
50
％
超
を
直
接

及
び
間
接
に
保
有
又
は
実
質
的
に
支
配

居住者
又は

内国法人

特殊
関係者
（個人・
法人）

同族会社
グループ

【
対
象
外
国
関
係
会
社
】

【適用時期】 外国関係会社（措法66の６②一、66の９の２①）の令和８年４月１日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額及び部分課税対象金額等について適用されます（改正法附則63①④）。

［本制度の全体像と見直しのイメージ図］ 【２（ペーパー・カンパニー特例に係る「資産割合要件」の判定の見直し）】
本特例に係る「資産割合要件」の判定について、外国関係会社の事業年度

終了の時の総資産の額が０の場合には、その判定が不要とされた（措令39の
14の３⑥⑧⑨一～三）。

【３（租税負担割合の計算における「累進税率特例」の見直し）】
通常では適用されることが見込まれないような高額な所得の額の区分に最高税率が設定され

ているなどの特殊な累進課税制度については、累進税率のうち最も高い税率を用いて租税負担
割合を計算することができる特例を適用することができないこととされた（措令39の17の２②四）。

【１⑵（解散した部分対象外国関係会社等に係る
異常所得の計算方法の見直し）】

一定の部分対象外国関係会社等の解散後の一定
期間は、解散前の純資産等の額を用いて、異常所得
の金額を計算することとされた（措令39の17の３㉘㉙）。

【１⑶（解散した外国金融子会社等に係る異常資
本に係る所得の課税の見直し）】

一定の外国金融子会社等の解散後の一定期間
は、異常資本に係る所得の金額はないものとされ
た（措令39の17の４③）。

【１⑴（解散した部分対象外国関係会社等に係るステータス判定の特例の創設）】
一定の部分対象外国関係会社等が解散した場合であっても、解散後の一定期間は、引き続き部分

対象外国関係会社等に該当するものとみなすこととされた（措法66の６⑤⑥⑬、66の９の２⑤⑥⑬）。


